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福島県商業まちづくりの推進に関する条例に関する届出要綱 

福  島  県 

 （目的） 

第１条 この要綱は、福島県（以下「県」という。）に対し、福島県商業まちづくりの推進に関する条

例（平成１７年福島県条例第１２０号。以下「条例」という。）に係る届出等をしようとする者（以 

下「届出者」という。）の手続等を定めることによって、条例の適正かつ円滑な運用に資することを

目的とする。 

（関係法令等に係る手続） 

第２条 届出者は、条例第９条第３項の規定を踏まえ、次に掲げる特定小売商業施設の新設に要する許

可等に係る申請等については、条例第１４条第１項の規定により知事が意見を述べた後又は知事が意

見を有しない旨を通知した後に行うものとする。 

ただし、関係の行政機関と当該申請等に係る事前の相談・協議を妨げるものではない。 

一 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項に規定する建築主事の確認及び同法第６

条の２第１項に規定する国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認に係る申請 

二 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の２に規定する都道府県知事の許可に係る申請 

三 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第１項及び第５条第１項に規定する都道府県知事又

は指定市町村の長の許可に係る申請並びに同法第４条第１項第７号及び第５条第１項第６号の規

定による届出 

四 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項及び第２項に規定する都道府県知事若

しくは指定都市等の長の許可及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第

１項の規定に基づき当該事務を処理することとされた市町村の長の当該許可に係る申請 

五 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定による新設の届出及び同

法第６条第２項の規定による変更の届出 

六 景観法（平成１６年法律第１１０号）第１６条第２項の規定による届出 

（新設届出書及び変更（事前）届出書に添付する書面） 

第３条 条例第９条第２項第１号から第６号までの事項を記載する書面は、新設届出に係る添付書面

（様式第１）によるものとする。 

２ 条例第１０条第２項の変更（事前）届出書に添付する書面は、変更（事前）届出に係る添付書面（様

式第２）によるものとする。 

（新設届出書及び変更届出書に添付する地図等の縮尺及び内容） 

第４条 福島県商業まちづくりの推進に関する条例施行規則（平成１８年福島県規則第８８号。以下「規

則」という。）第１１条第３号から第５号までの地図、同条第６号の図面及び書面並びに第１７条第

２号の地図、同条第３号の図面及び書面は、別紙１のとおりとする。 

 （新設届出の廃止に係る届出） 

第５条 条例第１０条第３項の規定による特定小売商業施設の新設届出の廃止に係る届出は、新設届出

の廃止に係る届出書（様式第３）によるものとする。 

（説明会の開催方法等） 

第６条 条例第１２条の規定による説明会の開催方法等については、別紙２のとおりとする。 

 （県の意見への対応） 

第７条  条例第１４条第４項の規定による知事の意見についての対応及びその理由の報告は、意見対応

報告書（様式第４）によるものとする。 
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 （県の勧告への対応） 

第８条 条例第１５条第４項の規定による知事の勧告への対応及びその理由の報告は、勧告対応報告書

（様式第５）によるものとする。 

 （工事中止の勧告を受けた者の意見陳述） 

第９条 条例第１６条第４項の規定による工事中止の勧告を受けた者の公表に係る意見陳述は、意見陳

述書（様式第６）を提出することにより行わなければならない。 

ただし、やむを得ない理由があると知事が認めるときは、口頭により行うことができる。 

 （新設の報告） 

第 10 条 条例第１７条の規定による特定小売商業施設の新設の報告は、新設報告書（様式第７）によ

るものとする。 

 （地域貢献活動計画） 

第 11 条 条例第１８条第１項の規定による特定小売商業施設の新設等の日までに提出する地域貢献活

動計画は、地域貢献活動計画報告書（様式第８）によるものとする。 

 （関係市町村の長の意見） 

第 12 条 条例第１３条第１項の規定による関係市町村の長の意見は、新設届出の内容に関しては新設

届出に係る意見書（様式第９）によるものとする。 

２ 条例第１３条第１項の規定による関係市町村の長の意見は、変更（事前）届出の内容に関しては変

更（事前）届出に係る意見書（様式第１０）によるものとする。 

 （関係市町村の住民等の意見） 

第 13 条 条例第１３条第２項の規定による関係市町村の住民等の意見は、新設届出の内容に関しては

新設届出に係る意見書（様式第１１）によるものとする。 

２ 条例第１３条第２項の規定による関係市町村の住民等の意見は、変更（事前）届出の内容に関して

は変更（事前）届出に係る意見書（様式第１２）によるものとする。 

（届出書等の提出部数） 

第 14 条 届出書等の提出部数は、別紙３のとおりとする。 

（届出書等の提出先） 

第 15 条 この要綱に定める届出書等の提出先は、商工労働部商業まちづくり課とする。 

（補則） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 この要綱は平成１８年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は平成２６年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は平成２９年１２月１９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は令和２年２月２５日から施行する。 
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（別紙１） 

 

新設届出書及び変更届出書に添付する地図等の縮尺及び内容 

 

根拠条文 縮尺の目安(注) 内容 

規則第 11条 

第 3号 

概ね 1/100,000  特定小売商業施設の新設の予定地の周辺の市町村を示す地図 

（方位、縮尺、凡例、市町村名、市町村の境界、特定小売商業施

設の位置、最寄りの鉄道駅 等を明示） 

規則第 11条 

第 4号 

規則第 17条 

第 2号 

概ね 1/12,500  特定小売商業施設の新設の予定地及び周辺の土地利用の現況

を示す地図 

（方位、縮尺、凡例、敷地の境界、周辺道路の状況、周辺の建物

の立地状況、周辺の公共・公益施設（市町村庁舎、学校、病院等）

の位置・名称、公共交通機関の状況（最寄りの鉄道駅、バス停の

位置） 等を明示） 

規則第 11条 

第 5号 

規則第 17条 

第 3号 

概ね 1/1,500  特定小売商業施設の新設に係る敷地、建築物及び規則第１０条

に規定する附属施設の位置を示す地図（図面） 

（方位、縮尺、凡例、敷地の境界並びに各施設等の位置（建築物、

駐車場及び自動車の出入口の位置）、周辺道路の状況 等を明示） 

規則第 11条 

第 6号 

規則第 17条 

第 3号 

概ね 1/800  特定小売商業施設内の小売業を行うための店舗の用に供され

る部分の配置を示す図面及び特定小売商業施設の店舗面積の合

計又は特定小売商業施設の延べ面積の合計の算出の根拠となる

書面 

（方位、縮尺、凡例、小売業を行うための店舗の用に供される部

分の配置、寸法、面積算出の根拠 等を明示） 

 （注）縮尺はあくまで目安であり、特定小売商業施設の状況に応じて調整できるものとする。 
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（別紙２） 

 

説明会の開催方法等について 

 

  届出者は、説明会の開催趣旨が、特定小売商業施設の立地により商業まちづくりに影響を与える地

域の住民等に対する届出内容の周知であり、また、住民等にとっては届出内容について県に意見を述

べるために必要な情報を収集する機会であることを踏まえ、次の事項に留意して説明会を開催するも

のとする。 

 

１ 周知範囲 

  説明会の周知範囲は、条例第１２条第４項の規定による関係市町村とする。 

 

２ 開催回数 

説明会は、住民等の多くが参加できることに配慮し、複数回開催するよう努めるものとする。 

 

３ 開催日時等 

  説明会は、住民等の多くが参加できることに配慮し、相当の人数を収容できる施設において、住民

等が参加しやすい日時に開催するよう努めるものとする。 

  なお、平日の夜間や休日など住民等が参加しやすいよう配慮するものとする。 

 

４ 開催場所 

説明会は、立地市町村で行うものとする。 

ただし、必要があると認めるときは、隣接市町村又は周辺市町村でも開催するものとする。 

 

５ 周知方法 

  説明会の周知方法は、規則第１８条第３項第１号及び同項第２号に掲げる関係市町村の公報又は広

報誌への掲載や日刊新聞紙への掲載の他、日刊新聞紙の折り込みチラシやホームページへの掲載など

により、できるだけ多くの住民等に周知されるよう配慮するものとする。 

 

６ その他 

  説明会を開催するに当たっては、住民等への周知を図る観点から県や関係市町村へ事前に開催日時

等を通知するものとする。 
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（別紙３） 

 

届 出 書 等 の 提 出 部 数 

 

様 式 名 提出部数 

特定小売商業施設新設届出書（規則様式第１号） 

（条例第９条第１項、規則第９条第１項第１号） 

正１、写し（※） 

変更（事後）届出書（規則様式第２号） 

（条例第１０条第１項、規則第９条第１項第２号） 

正１、写し（※） 

変更（事前）届出書（規則様式第３号） 

（条例第１０条第２項、規則第９条第１項第３号） 

正１、写し（※） 

周辺市町村指定申請書（規則様式第４号） 

（条例第１１条第１項、規則第９条第２項） 

正１ 

説明会開催結果報告書（規則様式第５号） 

（条例第１２条第５項、規則第９条第３項） 

正１ 

地域貢献活動実施状況報告書（規則様式第６号） 

（条例第２１条第１項、規則第９条第４項） 

正１ 

地域貢献活動計画報告書（規則様式第７号） 

（条例第２１条第１項、規則第９条第４項） 

正１ 

新設届出に係る添付書面（様式第１） 

（条例第９条第２項第１号から第６号、要綱第３条） 

正１、写し（※） 

変更（事前）届出に係る添付書面（様式第２） 

（条例第１０条第２項、要綱第３条） 

正１、写し（※） 

新設届出の廃止に係る届出書（様式第３） 

（条例第１０条第３項、要綱第５条） 

正１ 

意見対応報告書（様式第４） 

（条例第１４条第４項、要綱第７条） 

正１ 

勧告対応報告書（様式第５） 

（条例第１５条第４項、要綱第８条） 

正１ 

意見陳述書（様式第６） 

（条例第１６条第４項、要綱第９条） 

正１ 

新設報告書（様式第７） 

（条例第１７条、要綱第１０条） 

正１ 

地域貢献活動計画報告書（様式第８） 

（条例第１８条第１項、要綱第１１条） 

正１ 

新設届出に係る意見書（様式第９） 

（条例第１３条第１項、要綱第１２条） 

正１ 

変更（事前）届出に係る意見書（様式第１０） 

（条例第１３条第１項、要綱第１２条） 

正１ 

新設届出に係る意見書（様式第１１） 

（条例第１３条第２項、要綱第１３条） 

正１ 

変更（事前）届出に係る意見書（様式第１２） 

（条例第１３条第２項、要綱第１３条） 

正１ 

 ※ 写しの提出部数については、県が指定する部数とする。 
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様式第１（第３条関係） 

 

新設届出に係る添付書面 

 

 年  月  日 

              

１ 新設届出書の内容と商業まちづくり基本方針及び県の土地利用関係計画との適合についての見解

及びその理由 

 （見解） 

 

 

（上記見解の理由） 

 

 

２ 新設届出書の内容と立地市町村の商業まちづくり基本構想及び土地利用関係計画との適合につい

ての見解及びその理由 

 （見解） 

 

 

（上記見解の理由） 

 

 

３ 特定小売商業施設の新設が集客予定区域の所在する市町村（立地市町村を除く。）の商業まちづく

り基本構想及び土地利用関係計画の実現に与える影響についての見解及びその理由 

 （見解） 

 

 

（上記見解の理由） 

 

 

４ 特定小売商業施設の新設の予定地の周辺の交通機関の状況及び特定小売商業施設へ到達するため

の交通手段の状況 

（周辺の交通機関の状況） 

 

 

 

（特定小売商業施設へ到達するための交通手段の状況） 

 

 

 

（次ページへ続く） 

土地利用関係計画 
の名称 

 

の名称 

土地利用関係計画 
の名称 

の名称 

 

の名称 

集客予定区域の 
所在する市町村 

 

の名称 

 

の名称 
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５ 新設届出書の内容に関連して行う地域貢献活動の基本的方向 

（地域貢献活動に対する企業理念） 

 

 

 

 

 

（特定小売商業施設で実施予定の地域貢献活動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 特定小売商業施設において主として販売する物品の種類及び小売業以外の事業の概要 

No 物販・非物販の別 主として販売する物品・提供するサービスの種類 備 考 

１    

２    

    

７ その他 

  

  

  

 

 

事務を担当する者の氏名、 

住所及び電話番号 

 

 

備考  

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

２ 「６ 特定小売商業施設において主として販売する物品の種類及び小売業以外の事業の概要」欄

については、未定の場合は「未定」と記載すること。なお、「備考」欄については、小売業者名及

び店舗面積を記載すること。 
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様式第２（第３条関係） 

変更（事前）届出に係る添付書面 

 

 年  月  日 

 

１ 変更（事前）届出書の内容と商業まちづくり基本方針及び県の土地利用関係計画との適合について

の見解及びその理由 

 【変更前】 

（見解） 

 

 

（上記見解の理由） 

 

 

【変更後】 

（見解） 

 

 

（上記見解の理由） 

 

 

２ 変更（事前）届出書の内容と立地市町村の商業まちづくり基本構想及び土地利用関係計画との適合

についての見解及びその理由 

 【変更前】 

（見解） 

 

 

（上記見解の理由） 

 

 

【変更後】 

（見解） 

 

 

 

（上記見解の理由） 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 

土地利用関係計画 
の名称 

の名称 

 

の名称 

土地利用関係計画 
の名称 

の名称 

 

の名称 
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３ 変更（事前）届出書の内容が集客予定区域の所在する市町村（立地市町村を除く。）の商業まちづく

り基本構想及び土地利用関係計画の実現に与える影響についての見解及びその理由 

 

 

【変更前】 

（見解） 

 

 

（上記見解の理由） 

 

 

【変更後】 

（見解） 

 

 

（上記見解の理由） 

 

 

４ 特定小売商業施設の変更（事前）届出の予定地の周辺の交通機関の状況及び特定小売商業施設へ

到達するための交通手段の状況 

【変更前】 

（周辺の交通機関の状況） 

 

 

 

（特定小売商業施設へ到達するための交通手段の状況） 

 

 

 

【変更後】 

（周辺の交通機関の状況） 

 

 

 

（特定小売商業施設へ到達するための交通手段の状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 

集客予定区域の 
所在する市町村 
の名称 

の名称 

 

の名称 



- 10 - 

５ 変更（事前）届出書の内容に関連して行う地域貢献活動の基本的方向 

【変更前】 

（地域貢献活動に対する企業理念） 

 

 

（特定小売商業施設で実施予定の地域貢献活動） 

 

 

【変更後】 

（地域貢献活動に対する企業理念） 

 

 

（特定小売商業施設で実施予定の地域貢献活動） 

 

 

６ 特定小売商業施設において主として販売する物品の種類及び小売業以外の事業の概要 

【変更前】 

 No 物販・非物販の別 主として販売する物品・提供するサービスの種類 備 考 

 1    

 2    

     

【変更後】 

 No 物販・非物販の別 主として販売する物品・提供するサービスの種類 備 考 

 1    

 2    

     

７ その他 

  

  

  

 

事務を担当する者の氏名、 

住所及び電話番号 

 

備考  

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

２ 「６ 特定小売商業施設において主として販売する物品の種類及び小売業以外の事業の概要」欄

については、未定の場合は「未定」と記載すること。なお、「備考」欄については、小売業者名及

び店舗面積を記載すること。 

３ 変更がある項目のみ記載すること。 
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様式第３（第５条関係） 

 

新設届出の廃止に係る届出書 

 

  年  月  日 

 福 島 県 知 事 

 

住    所  

届出者  氏名又は名称          ㊞ 

                         法人にあっては、その代表者の氏名 

                        ※ 設置者が複数の場合は、連名で記載すること。 

  

福島県商業まちづくりの推進に関する条例第１０条第３項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

１ 特定小売商業施設の名称 
 

 

２ 届出年月日  

  条例第９条第１項の規定による 

届出年月日   
年  月  日    

 条例第１０条第２項の規定による 

変更届出年月日  
年  月  日    

３ 新設をしないこととした理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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様式第４（第７条関係） 

 

意見対応報告書 

 

年  月  日 

 

 福 島 県 知 事 

 

住    所  

届出者  氏名又は名称          ㊞ 

                         法人にあっては、その代表者の氏名 

※ 設置者が複数の場合は、連名で記載すること。 

 

福島県商業まちづくりの推進に関する条例第１４条第４項の規定により、 年  月  日付け    

第 号で通知のあった特定小売商業施設の新設届出に係る意見に対する対応について、下記のとおり報

告します。 

記 

１ 特定小売商業施設の名称 
 

 

２ 届出年月日  

  条例第９条第１項の規定による 

届出年月日   
年  月  日    

 条例第１０条第２項の規定による 

変更届出年月日  
年  月  日    

３ 県の意見についての対応及びその理由 

（県の意見） 

 

 

 

（対応の内容） 

 

 

 

（上記対応の理由） 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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様式第５（第８条関係） 

 

勧告対応報告書 

 

年  月  日 

 

 福 島 県 知 事 

 

住    所  

届出者  氏名又は名称          ㊞ 

                         法人にあっては、その代表者の氏名 

※ 設置者が複数の場合は、連名で記載すること。 

 

福島県商業まちづくりの推進に関する条例第１５条第４項の規定により、 年  月  日付け    

第 号による勧告に対する対応について、下記のとおり報告します。 

記 

１ 特定小売商業施設の名称 
 

 

２ 届出年月日  

  条例第９条第１項の規定による 

届出年月日   
年  月  日    

 条例第１０条第２項の規定による 

変更届出年月日  
年  月  日    

３ 県の勧告についての対応及びその理由 

（県の勧告） 

 

 

 

（対応の内容） 

 

 

 

 

（上記対応の理由） 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 



- 14 - 

様式第６（第９条関係） 

 

意見陳述書 

年  月  日 

 福 島 県 知 事 

 

住    所  

届出者  氏名又は名称          ㊞ 

                         法人にあっては、その代表者の氏名 

※ 設置者が複数の場合は、連名で記載すること。 

 

福島県商業まちづくりの推進に関する条例第１６条第４項の規定により、 年  月  日付け    

第 号による勧告に対して、下記のとおり意見を提出します。 

記 

１ 特定小売商業施設の名称 
 

 

２ 届出年月日  

  条例第９条第１項の規定による 

届出年月日   
年  月  日    

 条例第１０条第２項の規定による 

変更届出年月日  
年  月  日    

３ 工事中止の勧告に従わない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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様式第７（第１０条関係） 

 

新設報告書 

 

年  月  日 

 

 福 島 県 知 事 

 

住    所  

届出者  氏名又は名称           ㊞ 

                         法人にあっては、その代表者の氏名 

※ 設置者が複数の場合は、連名で記載すること。 

 

 福島県商業まちづくりの推進に関する条例第１７条の規定により、下記のとおり報告します。 

記 

１ 特定小売商業施設の名称 
 

 

２ 届出年月日  

  条例第９条第１項の規定による 

届出年月日   
年  月  日    

 条例第１０条第２項の規定による 

変更届出年月日  
年  月  日    

３ 新設した年月日 年  月  日    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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様式第８（第１１条関係） 

 

地域貢献活動計画報告書 

 

年  月  日 

 

 福 島 県 知 事 

 

住    所  

届出者  氏名又は名称          ㊞ 

                         法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 福島県商業まちづくりの推進に関する条例第１８条第１項の規定により、下記のとおり報告します。 

記 

営業年度     年  月  日～   年  月  日 

項目 細目 活動内容 実施時期 目標 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 【店舗名：            】 
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様式第９（第１２条関係） 

                               

新設届出に係る意見書 

 

 年  月  日 

福 島 県 知 事 

 

市 町 村 長   

 

  

福島県商業まちづくりの推進に関する条例第１３条第１項の規定による意見は、下記のとおりです。 

記 

１ 特定小売商業施設の名称 
 

 

２ 条例第９条第１項の規定による 

届出年月日 
年  月  日 

３ 特定小売商業施設の新設に係る届出書の内容についての商業まちづくりの推進の見地からの意見

及びその理由 

（意見） 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

２ 条例第１３条第３項第１号から第６号までに掲げる事項を勘案して記載すること。 

 

印 
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様式第１０（第１２条関係） 

                               

変更（事前）届出に係る意見書 

 

 年  月  日 

福 島 県 知 事 

 

市 町 村 長   

 

  

福島県商業まちづくりの推進に関する条例第１３条第１項の規定による意見は、下記のとおりです。 

記 

１ 特定小売商業施設の名称 
 

 

２ 届出年月日  

  条例第９条第１項の規定による 

届出年月日   
年  月  日    

 条例第１０条第２項の規定による

変更届出年月日  
年  月  日    

３ 特定小売商業施設の変更に係る届出書の内容についての商業まちづくりの推進の見地からの意見

及びその理由 

（意見） 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

２ 条例第１３条第３項第１号から第６号までに掲げる事項を勘案して記載すること。 

 

印 
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様式第１１（第１３条関係） 

                               

新設届出に係る意見書 

 

 年  月  日 

福 島 県 知 事 

 

住    所  

      氏名又は名称          ㊞ 

                          法人にあっては、その代表者の氏名 

 

福島県商業まちづくりの推進に関する条例第１３条第２項の規定による意見は、下記のとおりです。 

記 

１ 特定小売商業施設の名称 
 

 

２ 条例第９条第１項の規定による 

届出年月日 
年  月  日 

３ 特定小売商業施設の新設に係る届出書の内容についての商業まちづくりの推進の見地からの意見

及びその理由 

（意見） 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

２ 条例第１３条第３項第１号から第６号までに掲げる事項を勘案して記載すること。 
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様式第１２（第１３条関係） 

 

変更（事前）届出に係る意見書 

 

                                 年  月  日 

 

福 島 県 知 事 

 

住    所  

  氏名又は名称          ㊞ 

                      法人にあっては、その代表者の氏名 

 

福島県商業まちづくりの推進に関する条例第１３条第２項の規定による意見は、下記のとおりです。 

記 

１ 特定小売商業施設の名称 
 

 

２ 届出年月日  

  条例第９条第１項の規定による 

届出年月日   
年  月  日    

 条例第１０条第２項の規定による

変更届出年月日  
年  月  日    

３ 特定小売商業施設の変更に係る届出書の内容についての商業まちづくりの推進の見地からの意見

及びその理由 

（意見） 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 

 

 

 

 

備考 

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

２ 条例第１３条第３項第１号から第６号までに掲げる事項を勘案して記載すること。 


